
 
 

 

参考資料３ 

「受取人連絡事項」欄の記載事項 

 

①送金目的 

 PPuurrppoossee：：EENN  

（国際事務局は２文字コード（例:国際

出願 EN）により記載する事を推奨し

ています。 
２文字コード一覧： 

https://www.wipo.int/finance/en/transac

tion_codes.html） 

②基礎登録（出願）番号 

   BBaassiicc  NNoo..  

③出願人名 

  AApppplliiccaanntt  

④商標名 

  MMaarrkk  

 

等の情報を制限文字数以内で記

載してください。 

制限文字数は、金融機関によって

異なります。 

スイスフラン建てで 
送金してください 

「外国送金依頼書 兼 告知書」 記載見本 

CH51 0483 5048 7080 8100 0 

Swift/BIC: CRESCHZZ80A 

Credit Suisse 
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